
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
日放ツーリスト ＨＰ原稿フォーマット（海外ツアーVer1） 

※このフォーマットの他に、 

イメージ画像 1 枚、パンフレットデータ(word)、申込書データ(excel)、をお送りください 

※講師プロフィールがある場合はプロフィールのテキストと、講師写真をお送り下さい。 

 

■ツアー名  

ＮＨＫ“きょうの料理”でお馴染みの  

渡辺あきこ先生とサンクトペテルブルクに食を訪ねる 

■旅行期間 

2017年 8月 25日（金）～8月 29日（火）5日間 

■旅行代金 

おひとり様 288.000 円 

この他に成田空港施設使用料約、現地空港税、燃油サーチャージが別途必要になります。 
 
■添乗員  

同行いたします。 

 

■募集人員 

１２名様（最少催行人員１０名様） 

■募集締切日 

2017年 6月 20日（火） 

★ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。募集締切日以降のお申し込みは、航空座席調整

後の再申請になるため航空運賃に差が生じます。旅行代金が高くなりますので、ご注意ください。 

 

■利用航空会社 

アエロフロート航空 

■食事 

朝食 3回、昼食 2回、夕食０回（機内食を除く） 

■利用ホテル 

サンクトペテルブルク（３泊）ベストウエスタン・プラスセンター 
 
 
 
 

■個室利用料金 

39.000 円  

個室を希望されずに、お一人でお申込の方で、最終的に同室の方が見つからない場合は、個室追加料金

をいただきます。予めご了承ください。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゲッラ（美しい村） 

■旅券について 

今回の旅行では、ロシア入国ビザが必要となります。弊社にて団体ビザ申請にて一括で 
行いますので、まずは①パスポートの残存有効期間がロシア出国時に６ヶ月以上あるか 
どうか、また②見開きの状態で３頁以上の余白があるかどうか確認ください。条件を満 
たさない場合は、パスポート更新の手続きをなさってください。 
 

■旅行企画・実施 

㈱日放ツーリスト （観光庁長官登録旅行業 665号） 

■旅のお誘い 

去年、一昨年とＮＨＫのお仕事でロシアに行ってきました。 
行ってみて驚いたのは、ロシアの食の豊かさ、お料理の美味しさでした。 
市場やスーパーマーケットには、蜂蜜やベリー類、乳製品などがたくさん並んでいます。 
そしてとっても美味しいです。 
ロシアには「ダーチャ」という菜園付きセカンドハウスがあります。「ダーチャ」は、 
ロシアの菜園付きセカンドハウスで、日本の富裕層の別荘とは全く異なり、社会主義の 
ソ連時代に全家庭に自給自足のために支給されたものです。今では郊外の自然保護、 
１年分の無農薬の安全な食料を確保する手段として世界中から注目されています。 
ダーチャでは、野菜やベリーなどを栽培していて、ロシアの人たちは、安全で新鮮な食
材をいつも食べることができます。今回の旅では、ダーチャで収穫した野菜でサラダや
ピクルスを作ったり、お庭でバーベキュを楽しみましょう。まさにロシア人のバカンス
を食を通して体験します。黒パン、ピロシキなどロシアを代表する食を、町全体が、美
術館のようなサンクトペテルブルクで、ご一緒に味わい楽しみましょう！   
                               渡辺あきこ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

日次 月 日 曜 都市名（発／着） 時 刻 交通機関 摘    要 食事 

1 2017 年 
8 月 25 日（金） 
   

東京（成田空港）発 
モ ス ク ワ 着 
モ ス ク ワ 発 
サンクトペテルブルク着 

12：00 
16：10 
19：45 
21：10 

SU265 
 
SU028 
専用バス 
 
 

■ 空路、モスクワ乗換えサンクトペテルブ
ルクへ。 
 

■ 着後、ホテルへ。 
    

＜サンクトペテルブルク泊＞ 

× 
機 
× 

2 8 月 26 日（土） サンクトペテルブルク 
    滞 在 

 
 

 

 専用バス 
 

マーケットとお料理レッスンの日 
■午前中は、マーケットに行き食材探し。

その後専用車で郊外のダーチャへ。（ロ
シア人のファミリーの夏のダーチャで
す） 

■ダーチャで料理作りやお庭の散策。 
■ダーチャで収穫した野菜でサラダやピ

クルス、庭でバーベキュなど（バーベ
キュのお肉は通常は豚肉です。これを
玉ねぎや大蒜、レモンなど下味をつけ
ておきます） 

■野菜は新鮮で美味です。 
■昼食はダーチャでワイワイと。 
■夕食は市内に戻り、フリータイム。 

＜サンクトペテルブルク泊＞ 

朝 
昼 
× 

3 8 月 27 日（日） サンクトペテルブルク 
    滞 在 

     

 専用バス 
 

■午前、サンクトペテルブルク観光。 
 宮殿広場、聖イサク寺院、血の上の教会、 
 大型の本屋など。 
■昼食は、ロシア料理のお店にご案内。 
■午後、自由行動。（ガイド、車無し） 
☆オプショナル：エルミタージュ美術館 
☆オプショナル：バレエ鑑賞（エルミター

ジュ劇場）19 時開演（自由席） 
＜サンクトペテルブルク泊＞ 

朝 
昼 
× 

4 8 月 28 日（月） サンクトペテルブルク発 
モ ス ク ワ 着 
モ ス ク ワ 発 

14：20 
15：35 
19：00 

ＳＵ019 
 

ＳＵ262 

■空路、モスクワ乗換え帰国の途へ。 
 

＜機内泊＞ 

朝 
× 
機 

5 8 月 29 日（火） 東京（成田空港）着 10：35  ■着後、解散。 
 お疲れ様でした～ 
 

機 

☞時間帯のめやす：午前０６：００－１２：００ 午後１２：００－１８：００ 夜１８：００－２３：００ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

旅行条件（要約）お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をご一読の上お申込みください 

＊ 募 集型 企 画旅 行契 約  ＊ 

1.この旅行は株式会社日放ツーリスト（本社・東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ﾋﾞﾙ 観光庁長官登録

旅行業第 665 号）が企画・募集する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契

約（以下旅行契約）を締結することになります。 

2.旅行契約の内容・条件はこのパンフレット・ご旅行条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び、

当社募集型企画旅行契約約款によります。 
旅 行 代金 に 含ま れる も の  

以下のものが含まれます。（いずれも主催旅行中または旅行日程として表示されたもの） 

1.航空運賃（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ団体航空運賃）   2.ﾎﾃﾙ宿泊料金（2 人 1 部屋基準＊部屋指定なし） 

3.地上交通費（空港～ﾎﾃﾙ間の送迎、貸切りﾊﾞｽ料金、但し自由行動時の交通費を除く） 

4.食事代（日程表に明示したとおり） 

5.手荷物運搬料金（お 1 人ｽｰﾂｹｰｽ 1 個の運搬料金。但し、航空手荷物規則による） 

※上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しすることはできません。 

 

旅 行 代金 に 含ま れな い もの  
1.超過手荷物料金（航空手荷物規則による重量を超えた場合） 

2.ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、電話代、ﾎﾃﾙのﾒｲﾄﾞ等に対するﾁｯﾌﾟ、飲物代など個人的性質の諸費用及びｻｰﾋﾞｽ料 

3.海外旅行傷害疾病保険料（加入は任意） 4.旅券印紙代(5 年間：11,000 円、10 年間：16,000 円) 

5.下記の渡航手続手数料（お客様ご自身で手続きをされた場合、料金は不要です。） 

 ※出入国記録書（1 ヶ国につき）：2,160 円  

6.成田空港施設使用料、燃油サーチャージ、航空保険料（ご旅行費用ご請求時に合わせてご請求いたし

ます。）  7.現地空港税及び燃油代。 

8.査証申請および申請手続手数料。 

9.その他日程表に明示されていない全ての費用 

取 消 料（ お 客様 のご 都 合でお 取 消し に なる 場合 ）  
お申し込み後、お客様のご都合でお取消しになる場合は、下記の取消料をお支払いいただきます。 
なお、この場合の旅行代金とは個室料金差額料金やﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ利用差額料金等を加えた金額です。 

旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 30 日目に当た

る日から 15 日目に当たる日までに解除した場合 

50,000 円 

（お申込金） 

旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 14 日目に当た

る日から 3 日目に当たる日までに解除した場合 

旅行代金の 20% 

 

旅行開始日の前々日以降に解除した場合（旅行開始後の解除

または無連絡不参加の場合を除く） 

旅行代金の 50% 

旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100% 

 
取 消 料の か から ない 契 約の解 除  

下記の場合はお客様から旅行契約を取消されても取消料はいただきません。 

1.旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。 

①旅行開始日または終了日の変更②観光地、観光施設、その他の目的地の変更③運送機関の種類ま

たは運送会社の変更④運送機関の｢設備及び等級｣のより低いものへ変更⑤宿泊施設の変更 

2.旅行代金が増額された場合。 

3.当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合 

4.当社の責に帰すべき事由により、当初の日程通りの実地が不可能になったとき。 

旅 行 契約 内 容・ 代金 の 変更  
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のｻｰﾋﾞｽ提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画

によらない運送ｻｰﾋﾞｽの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更すること

があります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により

通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変

更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日

より前にお知らせします。 

申 込 条件 ・ 参加 条件  
1.旅行開始日時点で７５才以上の方は所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。場合によって

は別途医師の健康診断書の提出をお願いすることがあります。コースによりお申込みをお断りさせ

ていただくか、同伴者 の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合

にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 

2.特定旅客層を対象とした旅行、または特定の目的をもつ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、 

技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。 
3.慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方、障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする 

方はお持ちの方は所定の「お伺い書」を提出していただきます。慢性疾患のある方、現在健康を損な 

われている方は医師の健康診断書を提出していただきます。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機 

関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行 

などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加のコースの一部内容を変更させていただ 

く場合があります。 

免 責 事 項 

1.運送機関等が与えたお客様自身、身の廻り品及び手荷物の損害については、当社は、責任を負いませ

ん。それぞれの機関が定める約款が適用されます。 

2.当社はお客様自身、身の廻り品及び手荷物について生じた損害損失が次の事由による場合は責任を負 

いません。天災地変、火災、陸海空における不慮の災難、交通事故、政府・公共団体の指令、運送機 

関等による争議行為、戦争、暴動、空賊、盗難、詐欺、隔離（流行病）、疾病、各国の出入国規制、 

その他当社が管理し得ざる事由。お客様の都合による別行動を含みます。 

3.手荷物について生じた損害については損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出 

があった場合に限り、賠償します。但し、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あた 

り最高 15 万円までとします。 

 

特 別 補 償 

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った

一定の被害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金を支払います。 

旅 程 保 証 

旅行日程に｢取消料のかからない契約の解除｣1 に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（主

催旅行契約）の規程により、その変更の内容に応じています。ただし、一旅行契約について支払われる

変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。旅行代金の 1％～5％に相当する額の変更補償金を

支払また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは個室利用差額料金やﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ利用差額料金等の追加代金を

加えた金額です。（変更補償金につきましてはお渡し致します当社｢旅行業約款別紙第 2｣をご参照くだ

さい） 

ご 注 意 事 項 

1.この旅行は平成 29 年 3 月 22 日現在の各運送機関の料金をもとに計算されています。変更について定

めた当社旅行業約款主催旅行契約の部第 12条第 1 項から第 3 項の規定の適用に関しまして、なお旅

行代金の額の今旅行に幅運賃制である IIT 運賃（個人包括旅行運賃）の適用を受ける企画旅行に該

当するため、認可された｢幅｣の範囲内での航空運賃の増額または減額による旅行代金の額の変更は

致しません。 

2.参加者の数が旅行書面に記載した最少旅行実施人数に達しなかった時は、旅行開始前より起算して

24 日前までに旅行中止の旨を通知します。 

3.このパンフレットは平成 29 年 3 月 28 日に作成いたしました。 

4．当社はいかなる場合でも当該旅行の再実施はいたしません。 

お 申 込 み か ら ご 出 発 ま で 

具体的な内容、お申込み後の渡航手続などにつき疑問の点がございましたらお気軽に弊社担当までお問

い合せ下さい。なお、お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し申込金を受理したと

きに成立します。 

↓ お 申 込 み 

所定の申込書にご記入の上お申込金 50,000 円を添えてお申し込みください。お客様のご都合でお申し

込みを取り消しの場合、出発の３１日前までであればお申込金 30.000 円はお返します。 

↓ 代 金 の お 支 払 

お申込金 50,000 円及び同お申込金を差し引いた旅行代金残額（後日請求明細をお送りいたします。）は

銀行振込み、郵便振込みのいずれかの方法でお支払いください。 

なお、お振込みの場合にはお名前の後に「８２５」を付け加え入金をお願いいたします。 

＜銀行振込＞           ＜郵便振込＞ 

銀行名：みずほ銀行 東京営業部 
口座番号：普通預金 2717288 
口座名：「㈱日放ツーリスト」 

郵便局 
口座番号：00180－1－36444 
口座名：「㈱日放ツーリスト」 

   

↓ 最 終 案 内 書 発 送 

出発当日の集合案内、参加者名簿、ホテルリストその他を記載した最終旅行案内書をご出発の 10 日前

までにご送付いたします。 

 

旅行目的地における危険情報、衛生情報の入手方法について 

 渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合が 

あ り ま す 。 お 申 し 込 み の 際 に ご 確 認 い た だ く か 、 外 務 省 「 海 外 安 全 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.anzen.mofa.go.jp）」、外務省海外安全相談センター（TEL:03-5501-8162／受付時間： 

外務省閉庁日を除く 9:00-17:00）」および外務省「海外安全情報 FAX サービス（FAX:0570-023300）」 

でもご確認いただけます。 

 また、渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ 

（http://www.forth.go.jp）でご確認ください。 

 旅行お申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変 

更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以

上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金 

を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取れると判断して、旅行を実施する場合が 

あります。この場合にお客様が旅行を取りやめると当社は所定の取消料をいただきます。 

個人情報の取り扱いについて 

（１）当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡 

のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関

等の提供するサービスの手配及び、それらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利

用させて頂きます。（この他、当社では、「会社及び会社と連携する企業の商品サービス、キャ

ンペーンのご案内」「旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い」「アンケートのお願い」に

お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。） 

（２）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所。電話番号またはメールアドレ 

スなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企 

業との間で共同して利用させて頂きます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、

催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくこと

があります。なお、当社グループ企業の名称及び企業における個人情報取扱管理者の氏名につ

いては、当社ホームページ（http://nwww.nippo-tourist.co.jp）をご覧ください。 

（３）当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物 

店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空 

便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。

なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社までご連絡くだ

さい。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株 式 会 社  日 放 ツ ー リ ス ト 
観光庁長官登録旅行業第６６５号 総合旅行業務取扱管理者 小林 勲（社）日本旅行業協会正会員 

〒１５０－００４７ 東京都渋谷区神山町４－１４ 第３共同ビル 
ＴＥＬ：０３－３４８１－７６６６ＦＡＸ：０３－３４８１－７６６４ 担当：赤羽（あかば）・前野 

旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 


